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　社会経済情勢は、依然として厳しい状態が続いておりますが、第５次総合計画の基本理念を踏ま

えつつ、本市が目指すべき将来の都市像である「水辺などの自然を活かし、さまざまなふれあいの

ある、住民が豊かさを実感できるまち」の実現に向けて各種事業を計画的に進めて参ります。
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一般会計予算と主な事業平成18年度

目的に応じた予算の使い道（前年度対比）

項　　目 平成18年度 平成17年度 増　減

議 会 費 1億5,395万円 1億5,448万円 ▲ 53万円

総 務 費 11億7,861万円 12億6,682万円 ▲ 8,821万円

民 生 費 27億3,655万円 26億8,422万円 5,233万円

衛 生 費 11億5,399万円 11億3,077万円 2,322万円

農林水産業費 4億2,996万円 4億5,830万円 ▲ 2,834万円

商 工 費 1億9,008万円 1億8,631万円 377万円

土 木 費 12億5,104万円 11億 698万円 1億4,406万円

消 防 費 5億2,476万円 5億6,463万円 ▲ 3,987万円

教 育 費 12億3,176万円 24億8,323万円 ▲12億5,147万円

公 債 費 15億7,830万円 16億 726万円 ▲ 2,896万円

予 備 費 500万円 500万円 0円

計 104億3,400万円 116億4,800万円 ▲12億1,400万円

歳入予算の内訳歳出予算の内訳

潮来市の

依存財源
62億1,556万円
（歳入全体の59.5％）

潮来市の自主財源
42億1,844万円

（歳入全体の40.5％）
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19

IC

【対象とする事業】

　平成18年４月１日から平成19年３月31日までの

事業・イベント等で潮来市内で開催するもの

【承認基準】

（１）市制施行５周年記念事業の趣旨に沿うもの

で、市民の参加が期待できる事業

（２）一般の市民に公開される事業

（３）政治的、宗教的目的を有しない事業

（４）営利を主たる目的としない事業

（５）公序良俗に反しないもの

【申請手続】

　主催者は「市制施行５周年記念協賛事業申請書」

に必要事項を記入のうえ、潮来市総務部秘書広

聴課へ提出し、承認を得てください。

　※申請書は市役所 秘書広聴課又は市ホームペー

　　ジよりダウンロード願います。

　平成13年４月１日に市制を施行してから、今年で５周年を迎えます。この節目の年を、新しい出

発点と位置づけ、当市がさらに大きく飛躍し、市民の皆様とともに誇りと愛着をもって進んでいく

ための指針として、市制５周年記念事業を実施します。

　そこで、市内で実施するイベント等の中で、当該事業の趣旨に賛同する事業を「市制施行５周年

記念協賛事業」とし、広くＰＲするとともに、市全体の機運を盛り上げるため実施します。

【承　認】

　協賛事業の承認については、市が承認基準に基

づいて決定し、主催者に通知します。

【内　容】

（１）ポスター、パンフレット、チラシ等に「潮

来市制施行５周年記念協賛事業」の名称を使

用していただきます。　

（２）市広報紙で事業のＰＲをいたします。

（３）市ホームページで事業のＰＲをいたします。

【申込及びお問合せ】

　潮来市 秘書広聴課

　（潮来市制施行５周年記念事業担当)

　℡.63-1111   FAX.80-1100

　ホームページ http: / / www.city.itako.ibaraki.jp /

潮来市制施行５周年記念

協賛事業を募集致します
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指定管理者制度

水郷潮来バスターミナル

①潮来市延方

　３７０７－２

②　―

③株式会社 いたこ

④平成18年４月１日

　～平成21年３月31日

道の駅いたこ

①潮来市前川

　１３２６－１

②６７－１１６１

③株式会社 いたこ

④平成18年４月１日

　～平成23年３月31日

心身障害者福祉センター

①潮来市辻６８９

②６２－３５１８

③社会福祉法人

　潮来市社会福祉協議会

④平成18年４月１日

　～平成21年３月31日

老人デイサービスセンター

①潮来市水原３４７４

②８０－２２２２

③社会福祉法人

　一会会

④平成18年４月１日

　～平成21年３月31日

水郷まちかどギャラリー

①潮来市潮来１８２－３

②６３－３１１３

③特定非営利活動法人 

　水美研

④平成18年４月１日

　～平成21年３月31日

ヘルスランドさくら

①潮来市島須１２５８　　②６４－５８５８

③株式会社 全日

④平成18年４月１日～平成21年３月31日

新規サービス等

※トレーニング指導は、日曜日(午後３時～８時まで)以外に

　火・水・土曜日(午後６時～８時まで)も実施

※毎月26日(休館日の場合は翌日)は、｢風呂の日｣として無料で開放

※祝祭日の翌日も平常開館

市民プール /かすみ市民プール

①住　　所

②電話番号

③指定管理者

④指定期間

市民プール

①潮来市前川１４６７

②６６－７５１１

③株式会社サンアメニティ

④平成18年４月１日

　～平成21年３月31日

かすみ市民プール

①潮来市堀之内９８６

②６４－２７７２

③株式会社サンアメニティ

④平成18年４月１日

　～平成21年３月31日

４ 月

か ら が導入されます

水郷潮来バスターミナル 道の駅いたこ

心身障害者福祉センター 老人デイサービスセンター

水郷まちかどギャラリー 市民プール/かすみ市民プール

ヘルスランドさくら

　潮来市では、平成18年４月から、下記の７施設について指定管理者制度を導入する

こととなりました。この制度の導入により、民間の事業者、ＮＰＯ法人などが施設の

管理者となることができるようになり、より一層の市民サービスの向上と効率的な管

理運営を図ることができます。

潮来市では、本制度の方針に基づき、地域活動の活性化や地域振興の観点から、ＮＰＯ法人

等の育成について、各種団体へ情報提供などを行ってまいります。
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　合併５周年を迎え、旧牛堀第一小学校の校舎を利活

用し、合併記念事業として整備してきた「潮来市立図

書館」の開館日が５月２７日(土)に決まりました。

　現在、開館準備も順調にすすんでおり、市民のみな

さまのご来館を心からお待ちしております。

・構　　造……ＲＣ ２階建て（一部鉄骨造）

・蔵 書 数……図書 約９６，０００冊

・視聴覚資料……約４，５００点（ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオ）

・雑　　誌……約１８０冊

・新　　聞……約　２０紙

・インターネットＰＣ……デスクトップ７台、館内貸出ノートＰＣ５台

・駐 車 場……６８台（うち障害者用３台）

・駐 輪 場……約３０台

市立図書館の開館日が

に決まりました5月27日(土)

２Ｆ

１Ｆ
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　潮来市立図書館では、スムーズな開館を行うため「事前登録」

を行います。

　「事前登録」を希望の方は、下記のとおり行いますので、住

所など確認できるもの（免許証や健康保険証、学生証など）を

持参のうえ、ご来館ください。その場で図書館利用者カードを

配布いたします。

　◎場　所：潮来市立図書館

　◎期　間：４月21日（金）～５月21日（日）

　◎時　間：午前10時～午後４時まで

　　　　　　ただし、月曜日は「お休み」、金曜日は午後からの

　　　　　　受付となります。

　住　所：〒311-2436

　　　　　潮来市牛堀289番地

　ＴＥＬ：８０－３３１１

　ＦＡＸ：６４－５８８０

　Ｅメール： lib@itako.ed. jp

●図書館利用について

　・図書館にある資料の館内閲覧などについては、

どなたでも利用できます。

　・図書館の利用は無料です。（会議室などの利用は

別途）ただし、図書館の資料を借りるときなど

には、図書館利用者カードが必要となります。

●図書館利用者カードについて

　・図書館利用者カードは、市内にお住まいの方、

通勤、通学している方ならどなたでも作れます。

また、市外の方でも、行方市、鹿嶋市、神栖市、

鉾田市、稲敷市、香取市にお住まいの方であれ

ば作ることができます。

●資料を借りるとき

　・借りたい本、ＤＶＤなどを図書館利用者カード

といっしょにカウンターにお出しください。

　[１回に借りられる資料数と貸出期限]

●開館時間

　・火・水・木・土・日曜日……午前10時～午後７時まで

　・金曜日…………………午後１時～午後７時まで

●休 館 日

　・毎週月曜日

　・毎週金曜日午前中・毎月第３水曜日（館内整理日）

　・年始年末

　・特別整理期間（年１回10日以内）

種　　類 １回に借りられる資料数 貸出期限

図　　書 ８冊以内 15日以内

雑　　誌 ２冊以内 15日以内

ＤＶＤ、ビデオ、ＣＤ ２点以内 ８日以内

●その他の利用

　・インターネットＰＣ（５台）、新聞閲覧用ＰＣ（２台）、館内貸出用ノートＰＣ（５台）など利用する場合、

ＤＶＤ・ビデオ・ＣＤなどの館内視聴機を利用する場合も図書館利用者カードが必要となります。

　・図書やＤＶＤ・ビデオ・ＣＤなどを借りる場合、プライバシー保護などのため、館内に「自動貸出機」

も設置してあります。

●所在地及びお問合せ●

[図書館利用者カードの事前登録及び配布について]
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　・ビジターセンター

　　（森林・林業や大生
おおう

古墳群等の展示等・

　　　総合案内施設）

　・野外活動広場

　　（約30,000㎡の芝生広場）

　・観察園路

　　（延長約2.2㎞の散策路）

　・活動体験施設

　　（森林整備活動などの拠点）

　・吊　橋

　　（大膳池に架かる橋長85ｍの吊り橋）

　・木製デッキ

　　（大膳池に浮かぶ39.5ｍのデッキ）

　・年間を通して毎日開園

　・開園時間

　◎４月１日から９月30日までの期間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　◎10月１日から３月31日までの期間

　　　午前９時から午後４時30分まで

　　無　料

　水郷県民の森管理事務所

　（ビジターセンター内）

　TEL 0299-64-6420

 ◇主な施設

 ◇開園日・開園時間

 ◇入 園 料

 ◇お問合せ

　県が自然観察施設として整備した水郷県民の森が４月１日から一般開放されました。

　当施設は、第５６回全国植樹祭のメイン会場となったところですが、平地林の保全と活用の

シンボルとして整備を進めていたものであり、大膳池をはじめコナラを中心に暖温帯の象徴で

あるシイやカシなどの照葉樹が生育する自然を活かし、気軽に自然観察や森林整備の体験活動

ができる施設として整備されたものです。

  友達や家族連れで、また、学校などの遠足で是非お出かけください。

「茨城県水郷県民の森」が
一般開放されました

「茨城県水郷県民の森」が
一般開放されました

活動体験施設
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ビジター

センター

木製デッキ

吊橋



藍染め体験（良庵）
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ろ舟・嫁入り舟説明（商工会青年部）

道の駅いたこ

酒蔵見学

　国の観光施策で外国人観光客誘致へむけた取り組みがなされているなか、潮来市・鹿嶋市・

佐原市（現：香取市）でつくる「水郷三都観光推進協議会」が主催し、台湾の新聞・雑誌記

者を招いたツアー（ビジット・ジャパン・キャンペーン：２月26日～27日）を実施しました。

　潮来市では、酒蔵見学～遊覧船～あやめ園（藍染め体験、ろ舟・嫁入り舟説明、あやめ園

説明）～道の駅いたこ～長勝寺等のコースで、市内の観光や特産物・日本文化を見学・体験

していただきました。

　懇談会（夕食）の会場では、ＩＴＡＫＯクオリティーウィメンズネット（女性団体）によ

る潮来踊りが披露され、一緒に踊るなど交流の場面が見られました。

　意見交換会では、『潮来は自然が残っており遊覧船をはじめ観光に対する意識と、日本文化

を伺わせるところがあり良い場所ですね』などの意見・アドバイスがありました。潮来市で

は今後の外国人観光客誘致活動に、市内観光関係者と共に役立てていきたいと考えています。

【お問合せ】潮来市　観光商工課　TEL.63-1111 内線241・243

長勝寺本堂内

長 勝 寺

懇談会（潮来踊り）

あやめ園説明（観光ボランティア）

「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！

　潮来市では、年12回発行の「広報いたこ」

に有料広告掲載される方を募集しています。

　受付時間は、午前９時から午後４時30分

までです。（土・日・祝日は除く）

詳しくは、潮来市役所 秘書広聴課まで

　〒311-2493　潮来市辻626

　50299-63-1111  FAX 0299-80-1100

受け付け
広告原稿提出（発行３週間前）

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

広告募集

崖

崖

崖
㈲せきぐち総合サービス　潮来市潮来99-24

宝くじ・ロト６・

ミニロト・ナンバーズ

イタコチャンスセンター
TEL.62-3000  URL:e92.net

損保ジャパン

ひまわり生命代理店

関口 明広( )
予約必要 TEL.63-2177

日本FP協会会員
No.30299318

をためそう の無料相談運 生命保険

!!



11 広報いたこ 2006
５月号 Vol.61

21

(
)

12

400

3.5
24

47

 
 

30

10

12

地域発展に貢献する

潮来市建設業組合
茨城県潮来市辻５８３－２

ＴＥＬ ０２９９―６３―１３５８
司法書士 篠塚健司事務所

遺産相続　贈与　不動産登記　成年後見

会社設立　債務整理　破産　個人再生

 毎月第２水曜日、当事務所において無料相談を

 行っております。（予約必要 ℡６６－３５１１）

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

日の出中学校 10,000円

潮来カラオケ道場 18,962円

キルトサークル糸
チャリティパッチワーク展 5,000円

潮来市区長会 4,657円

潮来市文化協会 57,640円

匿名希望 2,000円

匿名希望 6,070円

善意銀行（３月分・敬称略）

茨城県統計協会総裁表彰

花見　文乃さん

茨城県統計協会総裁表彰

大﨑ひで子さん

茨城県知事表彰

今泉　 敬さん

表 彰 さ れ た 方 々



　食品衛生法の改正に伴い本年５月29日以降、すべての作物と農薬の組合せに残留基準が設定され、

一律基準等の厳しい基準値が設定されます。基準値を超えた場合は食品（農産物）としての流通が原

則禁止されることになりますので、農薬の使用基準を遵守することはもちろんですが、対象作物以外

に農薬が飛散しないよう十分な注意が必要です。

　　　◎ 注 意 点

　　　　①農薬散布は風のない時に行う

　　　　②散布器具のノズルの向き、圧力に注意する

　　　　③周辺作物との間に緩衝地帯を設ける

　　　　④周辺作物との間に目の細かいネットなどの遮蔽物を設ける

　　　　⑤なるべく粒剤など飛散しにくいタイプの農薬を利用したり、周辺作物にも登録が

　　　　　ある農薬を使用する

　もし、他の作物に農薬が飛散してしまった場合は耕作者に必ず連絡しましょう。農薬を散布する際

には周辺の作物に注意するとともに、農薬散布の計画等について周辺の栽培者と農薬散布についてお

互いに連絡を密にしておくことも重要です。

【お問合せ】　鹿行地方総合事務所　農林課　℡.0291-33-4111
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　第１３回潮来節おどりの響演「おどり連」を募集します

サークルや会社関係、踊りの好きな方はどなたでも応募できます。

人数制限はありませんが、一連あたり１０～３０名が理想です。

◆日　　時：６月１７日（土曜日） 午後５時～９時

◆場　　所：潮来駅前特設会場（潮来市あやめ一丁目地内）

◆申込方法：おどり参加申込用紙に必要事項をご記入のうえ、大会事務局にお申し込みください。

　　　　　　※申込用紙は、公民館、商工会、観光協会窓口にも設置してあります。

　　　　　　※潮来市ホームページからもダウン

　　　　　　　ロードできます。（ＰＤＦ）

◆申込締切：５月１８日（木曜日）必着

　　　　　　◇詳細はお手数でも、下記までお問い

　　　　　　　合わせください。

【お問合せ】潮来市　観光商工課　商工グループ

　　　　　　TEL.63-1111内線242・244／FAX.63-3591

「潮来おどり」を踊ってみよう！

対象作物以外への農薬の飛散に注意しましょう



　子育て広場は、子育て中の保護者の育児不安や負担感の軽減と参加者同士が交流し、子どもたちの健やか

な成長を図ることを目的としています。

　乳幼児と親が自由に参加できる安心・安全な「ふれあいの場」です。

　子育てで悩みを持つお母さんやお父さん、同年齢のお子さんをもつ仲間同士でお話をしたり、楽しい遊び

や出会いの場、ご相談の場としてお気軽にご利用ください。

子育て広場　実施予定表（４月～６月分）

（＊日程は、潮来市「広報いたこ」のカレンダーでもお知らせしています。）

　　　印の日は、保健師による何でも育児相談（10時～12時）をおこなっておりますのでぜひご利用ください。

【お問合せ】潮来市 社会福祉課 子育て支援室 子育て広場担当 ℡.63-1111 内線386

変更１【ＭＲ混合ワクチンの２回接種】

　４月１日から、これまでの麻しん・風しん１回ず

つの接種から、ＭＲ混合ワクチン（麻しん風しん混

合ワクチン）の２回接種（１期・２期）となりまし

た。また、２回接種に伴い接種対象年齢も変更にな

りました。

（１期と２期）

☆第１期は、１歳から２歳未満

　満１歳になったら出来るだけ早めに接種してくだ

　さい。　

☆第２期は、５歳以上７才未満で就学前の１年間

　就学前の１年間の期間は、４月１日から３月31日

　までとなります。

変更２【個別接種へ移行】

　４月１日から、ＭＲ混合ワクチン（麻しん風しん

混合ワクチン）の接種は、医療機関で行う個別接種

に切り替わります。

　受け方は次のようになります。

①医療機関に電話予約をしてください。

　予約した日時は、予防カレンダー等に記録をして
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中央公民館（火）

AM9:00～PM2:00

中央公民館（水）

AM9:00～PM2:00

潮来市立図書館（木）

AM10:00～PM1:00

中央公民館（金）

AM9:00～PM2:00

４月
　４日・１１日

１８日・２５日

　５日・１２日

１９日・２６日

７日・１４日

２１日・２８日

５月
２日・９日・１６日

２３日・３０日

１０日・１７日

２４日・３１日

１２日・１９日

２６日

６月
　６日・１３日

２０日・２７日

　７日・１４日

２１日・２８日

１日・８日・１５日

２２日・２９日

２日・９日・１６日

２３日・３０日

忘れないようにしてください。

②母子手帳、予診票、健康保険証を持参して、予約

した日時に接種してください。

　また、やむを得ない理由により接種を延期する場

合は、早めに予約した医療機関へ連絡をしてくだ

さい。

　予診票は、医療機関、かすみ保健福祉センターに

置いてあります。

③接種は無料です。

　予防接種法に基づく定期予防接種は、市が全額負

担します。

④個別接種協力医療機関

【予防接種に関するお問合せ】

　潮来市 健康増進課（かすみ保健福祉センター）

　℡.６４－５２４０　　FAX.８０－３０７７

保護者の

皆さんへ

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

仲 沢 医 院 63―2003 船 坂 医 院 66―1285

延方クリニック 66―1873 潮来第一整形外科医院 66―0051

朝 井 医 院 66―7677 大久保診療所 62―2506

方波見医院 64―2714 飯 島 内 科 66―0280

“子育て広場”へいらっしゃいませんか！

麻しん・風しんの予防接種制度が変わります
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　国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっ

ています。平成18年４月からの主な変更点は次のとおりです。

 国民年金

○保険料が改正されます

　平成18年４月から平成19年３月までの国民年金保険料は、

月額280円引き上げられ、月額13,860円となります。

　国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円引き

上げられ、最終的に月額16,900円となる予定です。これは、

年金を支える力と給付のバランスを取るためのものです。

　[参考] 年金は、納付した額の1.7倍以上となります。

　基礎年金額の３分の１(将来は２分の１)は国庫負担金

です。今後も保険料の改定が予定されていますが、国庫

負担金があることで、若者であっても平均では納付した

額の1.7倍以上の年金が受け取れる計算となります。

 年金給付関係

○平成18年度の年金額は0.3％引き下げとなります。

　平成17年の年平均の全国消費者物価指数が、対前年マイナ

ス0.3％であったため、平成18年度の年金額は、前年度より

0.3％少ない額となります。満額の老齢基礎年金の場合は、

月額200円ほど引き下げとなります。

　平成18年４月分から新しい年金額となりますので、６月の

定期支払(４月及び５月分)から年金額が変更となります。

○障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります

　障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、

平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生

年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併

せて受給(併給)することができるようになります。

　なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出してい

ただく必要があります。

ご存じですか？ 学生納付特例制度・若年者納付猶予制度

　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなけ

ればなりません。収入が少なく国民年金保険料の納付が困

難な場合は、学生納付特例制度を申請すると保険料の納付

が猶予されます。また、30歳未満の方であって、本人と配

偶者の収入が一定以下の場合に、申請により、国民年金保

険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度があります。

　これらの制度の申請を行わず、保険料が未納のままだ

と、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障

害基礎年金を受けることができなくなります。

　手続きは簡単です。学生納付特例・若年者納付猶予制度

は潮来市市民課国保年金グループへ申請してください。

【お問合せ】

　◎ねんきんダイヤル

　　年金被保険者　　　　　　℡.0570-05-1165

　　年金を受給している方　　℡.0570-07-1165

　◎水戸南社会保険事務所　　℡.029-227-3251

　◎潮来市 市民課 国保年金グループ　℡.63-1111内線133

◆注　意

・軽自動車税は、４月１日現在に軽自動車等を所有している方に１年分課税されます。自動車税と違い、月割り課税は行っていま

せんので、年の途中で廃車・売却されても税金は戻りません。

・潮来市へ手続きをする車種（潮来市ナンバー）を購入した場合、登録申請するときには購入（売買）証明書等が、譲受の場合に

は譲渡証明の提出が必要になります。

・潮来市から市外へ転出する場合、潮来市（潮来町・牛堀町）ナンバーの軽自動車をお持ちの方は廃車手続きをし、市へナンバー

プレートを返却してください。転出先の市町村で再度登録手続きをし、新しいナンバープレートの交付を受けてください。

・廃車や譲渡をした場合、手続きをしないといつまでも課税されることになりますので注意してください。

【お問合せ】潮来市　税務課　資産税グループ　℡.63-1111　内線125・126

毎年４月１日現在、市内にバイクやトラクター、軽四輪自動車などを所有する方、または使用する方に課税されます。

◆税　額

　排気量などによって分類されています。

◆手続き方法

　バイクや軽自動車などの廃車や名義変更の手続きは下記のとおりとなります。

車の種類 税額 車の種類 税額

原付 (50cc以下) 1,000円 四輪貨物 (営業用) 3,000円

原付 (50cc超90cc以下) 1,200円 二輪の小型自動車 4,000円

原付 (90cc超125cc以下) 1,600円 小型特殊・農耕二輪 1,600円

二輪 (125cc超250cc以下) 2,400円 小型特殊・四輪(1,000cc以下) 2,400円

三輪 3,100円 小型特殊・四輪(1,000cc超) 3,100円

四輪乗用 (自家用) 7,200円 小型特殊・作業用 4,700円

四輪貨物 (自家用) 4,000円 ミニカー 2,500円

四輪乗用 (営業用) 5,500円

種  類 手続き場所

潮来市(潮来町・牛堀町)ナンバー

・原動機付自転車(125cc以下のバイク)

・ミニカー

・小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)

潮来市役所 税務課

℡.63-1111

内線125・126

水戸ナンバー

・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

・軽自動車(二輪)(125cc超250cc以下)

・三輪車

(財)関東陸運振興財団

茨城支部軽自動車出張所

℡.029-247-5854

水戸ナンバー

・軽自動車 (四輪)

軽自動車検査協会
茨城事務所
℡.029-293-9989

４月から年金制度が変わります

軽自動車等の登録手続きは忘れずに!!
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地域包括支援センターはなぜ創られたの？

　地域包括支援センターは、高齢者が「住み慣れた地域」で「自分らしい生活」が送れるように、保

健・福祉・医療などさまざまな面から総合的に支えるための拠点として、介護保険制度の改正に伴い

創設されました。潮来市では市直営（介護福祉課内）で運営していきます。

地域包括支援センターでは何をするの？

　地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーなどが中心となって、介

護予防に関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援が行われます。

【お問合せ】潮来市 介護福祉課 地域包括支援センター　TEL.63-1111　内線397

　要介護状態が悪化しないよう、または状態が

改善するように介護予防の支援を行い、介護予

防サービス（介護予防事業・新予防給付）が適

切に提供されるように調整します。

　高齢者や家族、地域住民からの介護や福祉に

関する総合的な相談への対応、支援を行いま

す。相談の内容によってサービス、制度に関す

る情報提供や、関係機関への紹介をします。

　高齢者が「自分らしく尊厳ある生活」を送れ

るように、高齢者の権利を守るため、成年後見

制度の紹介や虐待の防止・早期発見のための事

業を行います。

　地域のケアマネージャーへの支援やさまざま

な関係機関とのネットワークづくりを行いま

す。

介護予防のマネジメント 総 合 相 談 支 援

権利擁護、虐待防止・早期発見 包括的・継続的マネジメント支援

地域包括支援センター
のイメージ

潮来市地域包括支援センター
が創設されました

行政機関、保健所、

医療機関など必要な

サービスにつなぐ
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　国保（国民健康保険）は、いざというときの病気やケガに備えて加入者が保険税を出し合い

医療費の負担を軽くし助け合うという制度です。

◎国保に加入するとき、やめるとき、または家族に異動があったときなどは必ず届け出を出して下さい。

国保の届け出はおすみですか？

①国保に加入するとき

手続きに必要なもの

他市町村から転入してきたとき 転出先市町村発行の転出証明書、印かん

職場の健康保険をやめたとき
資格喪失証明書、または離職証明書などの退職が確認できる
もの、印かん

家族の健康保険の被扶養者からはずれたとき
資格喪失証明書、または被扶養者からはずれたことが確認で
きる証明書、印かん

お子さんが生まれたとき 保険証、母子手帳、印かん

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印かん

外国人の方が入るとき 外国人登録証

②国保を脱退するとき

手続きに必要なもの

他市町村へ転出するとき 保険証、印かん

職場の健康保険に入ったとき 国保と加入した健康保険の両方の保険証、印かん

（健康保険証が未交付の時は加入したことを証明するもの）家族の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印かん

生活保護を受けることになったとき 保護開始決定通知書、保険証、印かん

外国人の方がやめるとき 保険証、外国人登録証

③こんなときも届け出が必要です

手続きに必要なもの

市内で住所が変わったとき
保険証、印かん

世帯主や氏名が変わったとき

修学や施設入所で他市町村へ住所を移したとき 保険証、印かん、在学・在所（入所）証明書

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 印かん、本人であることを証明するもの（例：運転免許証）

退職者医療制度の該当になったとき 保険証、印鑑、年金証書

退職者医療制度の該当ではなくなったとき 保険証、印鑑

届け出が遅れると……こうなります

◇加入の届け出が遅れると……

・加入資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めなければな

らなくなります。またその間の医療費は全額自己負担となります。

　●１月に資格が発生して、７月に届出した場合

１月までさかのぼって保険税を納めることになります。

◆脱退の届け出が遅れると……

・保険証が手元にあるため、うっかりそれ

を使って診療を受けてしまった場合、国

保が負担した分の医療費をあとで返して

いただくことになります。

・新たに加入した職場の健康保険などと国

保の両方に保険料（税）を二重に納めて

しまうことになります。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

【お問合せ】潮来市　市民課　国保年金グループ　TEL.63-1111　内線134
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【お問合せ】潮来市　市民課　国保年金グループ　TEL.63-1111　内線134

◆改正の内容は？

　現行の入院時の食事代（標準負担額）は、１日単位で定められていますが、４月１日から「１食単位」ご

との食事代（標準負担額）として見直されることになりました。

◆改正後の負担額は？

【国民健康保険の場合】

　※１「低所得Ⅱ」⇒　同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税（低所得Ⅰ以外）の方

　※２「低所得Ⅰ」⇒　同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が

　　　　　　　　　　　必要経費・控除（年金所得は控除額を６５万円とする）を差し引いて０となる方

【老人保健の場合】

　※１「低所得Ⅱ」⇒　世帯全員が住民税非課税の方（低所得Ⅰ以外の方です）

　※２「低所得Ⅰ」⇒　世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が０の方

　○世帯内の異動（転入や転出）があった場合、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しなくなったり、新たに該当する場合があります。

　○部屋代等の自費分の支払いについては、上記金額には含まれません。

◆該当される方は入院前の申請をお願いします

　国民健康保険被保険者または老人保健受給者で、該当される方は、入院時に病院等の窓口で支払う一部負

担金と食事代が減額されます。該当される方は、必ず入院前に申請してください。

　申請後、認定を受けると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

　なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請した月の初日から適用になります。

◆入院の際には提示をお願いします

　入院するときは、「健康保険証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口で提示してください。

老人保健受給者の方は「老人保健医療受給者証」も合わせて提示してください。

　なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は有効期限がありますので、期限がきれた場合には、あらた

めて申請が必要です。

◆申請方法

　次の必要書類を持参して、市民課国保年金グループ（３番窓口）にて手続きをお願いします。

　◇必要書類　　①健康保険証　　②印鑑　　③老人保健医療受給者証（老人保健のみ）

国民健康保険被保険者・老人保健受給者の皆様へ

平成18年４月１日から

入院時の食事代（　　）が変更になります

改正前

１日当たり

改　正　後

１食あたり １日当たり限度額

一　　　　般 ７８０円 ２６０円 ７８０円

※１

低所得Ⅱ

90日までの入院 ６５０円 ２１０円 ６３０円

過去12ヶ月以内に

90日を超える入院
５００円 １６０円 ４８０円

※２　低所得Ⅰ ３００円 １００円 ３００円

標 準
負担額
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学　校　名 学年 児童生徒氏名 表　　彰　　理　　由

大 生 原 小 学 校 ５年 平塚　春佳
茨城県交通対策協議会主催の茨城県交通安全統一スローガンにおいて佳

作を受賞。

６年 岸根　美久
茨城県選挙管理委員会主催の明るい選挙啓発ポスターコンクールにおい

て銀賞を受賞。

日 の 出 小 学 校 吹奏楽部 第11回東関東吹奏楽コンクールにおいて、小学生の部 銀賞を受賞。

潮来第一中学校 ３年 浅野　竜也 県民総合体育大会男子走り幅跳びの部第二位。関東大会出場。

男子剣道部 県民総合体育大会男子剣道団体の部第三位。関東大会出場。

女子ソフトテニス部 カワサキ杯東日本ジュニアソフトテニス大会第三位。全国大会出場。

３年 保坂　信幸 全国中学校選手権競漕大会男子ダブルスカルの部第二位。

３年
３年
２年

羽生　愛里
高木　華奈
大川　愛加

全国中学校選手権競漕大会女子舵付クオドルプル第三位。

３年 石崎　大祐
水戸地方法務局主催の全国中学生人権作文コンテスト茨城県大会で優秀

賞を受賞。

潮来第二中学校 ３年 津賀　紀良
社会を明るく運動茨城県実施委員会主催の作文コンクールにおいて優秀

賞（茨城県更生保護女性連盟会長賞）を受賞。

女子バスケットボール部 県民総合体育大会女子バスケットボールの部第三位。関東大会出場。

日 の 出 中 学 校 ３年 高屋敷知永
茨城県知事より善行賞を受賞。

全国中学校選手権競漕大会女子シングルスカルの部優勝。

３年 鬼澤　克己 全国中学校選手権競漕大会男子ダブルスカルの部第二位。

３年 髙須加奈子 英語インタラクティブフォーラム茨城県大会で知事賞を受賞。

２年 石神　菜摘
全国中学校新人競漕大会女子シングルスカルの部優勝。

全国中学校選手権競漕大会女子クオドルプル第三位。  　

２年 柴　さゆり 全国中学校選手権競漕大会女子クオドルプル第三位。

２年 富田　晃司 全国中学校新人競漕大会男子ダブルスカルの部第二位。

２年 今泉　満明
全日本中学校通信陸上競技大会茨城大会走り幅跳びの部第二位。

茨城県中学校新人陸上競技大会走り幅跳びの部第三位。

平成17年度　児童生徒表彰受賞者一覧

活躍した小学生・中学生を市長表彰
　市内の小学生と中学生を対象にスポーツや文

化、ボランティアなどで活躍した団体や個人へ

３月３日、市長より表彰状が贈られました。
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　３月の市議会定例会も無事終わり、執行部からの

議案も原案通り承認され、４月からは新年度のまち

づくりが始まります。

　その中のひとつ、中学生海外派遣事業は、教育・

文化の振興として今年度も実施されますが、この事

業についての私の考えを示したいと思います。

　合併前の旧潮来町の時には、高校生の海外研修事

業を行っており当時はカナダのアルバーター州デボ

ン町に派遣をし、一定の成果を上げていましたが、

当時の行財政改革の中で中止となりました。

　しかしながら、私は将来の潮来市や日本を担う若

い人たちは色々なことにチャレンジをし、経験する

ことが大事であり、機会があれば海外に行き見聞を

広めることがその後の人生に大きく役立つとの考え

がありました。そこで、海外研修事業を復活し、ア

メリカの同時テロが発生した13年度を除き、今年で

第５回目をむかえます。

　昨年参加した中学生の報告を見ると「許可してく

れた親に感謝したい」、「もう一度サンアントニオ市

に行きたい」、「感動をありがとうアメリカ｣、と感謝

の気持ちが満ち溢れていて、事業の成果はあがって

いると確信しております。

　そもそもアメリカ テキサス州 サンアントニオ市

に派遣先を決めたのは、市民の大きな力によりサン

アントニオ川の埋立て計画を中止させ、現在は約500

万人の観光客が訪れる「アメリカのベネチア」とい

われる環境を、次の時代を担う若い方々が実際に訪

れ、市民と接し、いろいろな経験をしてほしいとの

思いからです。そして、将来潮来市のまちづくりに

携わる機会があれば、その経験をいかし、託したい

と思っています。

　ここで昨年派遣された訪問団長、篠塚前教育委員

長の報告書の一部を紹介します。「水郷潮来と、人口

123万人のサンアントニオ市では大きな違いがあり

ますが、若い商工観光の現役の皆さんにも見てもら

いたいと思います。昔は水路で栄えた潮来の街、今

では陸上交通が主ですが、今だからこそ逆に古くて

良いものもあります。サンアントニオの水路は流れ

がありませんが、潮来の川は生きています。

『川は生きています、生きものです。その川を活か

　すも殺すも地域住民の力にかかっています。』

　私が小さい時、舟に乗り川と親しんでいた、そん

な記憶がサンアントニオの木陰で一層思い出されま

した。」

　感受性強い、多感な中学生がこの経験を生かし10

年後、20年後に潮来市のまちづくりに汗を流してく

れることを夢みながら、水清く、舟遊びの人と遊歩

道を歩く市民が声をかけあう、そんな「潮来」の土

台づくりを行うことが、行政と私に課せられた使命

であると思っております。

　平成18年４月

中学生海外派遣

5757

　２月19日(日)、茨城県庁において、内閣府主催北関東

ブロック研修会が開催され猪口邦子少子化・男女共同参

画担当大臣による講演等が行われました。

　男女共同参画基本計画（第二次）が昨年末に閣議決定

されましたが、担当大臣としてこの計画作りが重要な任

務であったことや、今後この計画を着実に実施していく

ために、各自治体との強いパートナーシップのもと、各

現場において男女平等・男女共同参画が一層進められる

必要があり、そのために、自ら全国各地（10地域）を巡

り、「社会的性別(ジェンダー)」の正しい理解を徹底する

ことにより、現場での指導に役立てていただくよう、地

方公共団体の職員や関係機関等を対象に研修会を開催し

ているとのことでした。

　また、この計画では、実現のために、より具体的な施策

になっていることと、男女共同参画の理念や「社会的性

別(ジェンダー)」の視点の定義に関する正確な理解を深

め、男女がお互いの能力や個性を十分発揮し、将来の夢

と希望に満ちた活力ある男女共同参画社会の形成の促進

に一層の力を注いでいきますと熱く語られておりました。

VOL.43VOL.43

　潮来市からは、担当職員のほか、市の男女共同参画事

業に関わっていただいている、潮来市男女共同参画審議

会会長 根本芙美氏、潮来市男女共同参画基本計画策定

委員会委員長 松原克志氏（常磐大学助教授）が出席い

たしました。

　なお、男女共同参画基本計画（第二次）の詳しい内容

については、内閣府男女共同参画局ホームページ

（http://www.gender.go.jp/）に掲載さ

れておりますのでご覧ください。

「男女共同参画研修会」が

　開催されました
～「社会的性別（ジェンダー）」の正確な理解と男女共同参画社会の形成に向けて～

猪口少子化・男女共同参画担当大臣

内閣府

主 催
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

総　数

男　

女　

世帯数

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

4

11

18

25

5

12

19

26

水郷潮来に住む私達は　豊かな水と緑とともに生きた歴史と文化を

輝かしい未来へ継承し　健康で希望にあふれ　世代をこえ夢を育む

あったかいまちを　創りあげるため　ここに市民憲章を定めます。

１．自然を愛し、あらゆる生命（いのち）を慈しみ明るく美しい
　　まちをつくります。

１．健康で明るく、思いやりと感謝の心で豊かなまちをつくります。

１．郷土の歴史と伝統に誇りをもち、文化のまちをつくります。

１．きまりを守り力を合わせ、住みよいまちをつくります。

１．地域活動に進んで参加し、心のふれあいを大切に楽しい
　　まちをつくります。

あやめ ポプラ よしきり

市の花・木・鳥 潮来市シンボルマーク

潮 来 市 民 憲 章

子育て広場（中）

７ヶ月児育児相談（か）
（H17.9月生）

May

いたこ Vol. 61

● 実施場所 ●

（い）…潮来保健センター

（か）…かすみ保健
　　　　福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（高）…高齢者センター ４月１日現在・（ ）内は前月比

31,368人

15,491人

15,877人

10,436世帯

（-110）

（-75）

（-35）

（-10）

＋当番医

延方クリニック

566-1873

＋当番医

常南病院563-1101

＋当番医

船坂医院566-1285

平成18年

５月１日号

のカレンダー

子育て広場（中）

３歳児健診
（H15.2月生）

水郷潮来あやめまつり

大会開会式

潮来トライアスロン

全国大会

＋当番医

仲沢病院563-2003

子育て広場（中）

４ヶ月児育児相談（か）
（H17.12月生）

ポリオ
（H18.1月31日以前生）
（潮来地区）

子育て広場（中）

マタニティ・セミナー（か）

ポリオ
（H18.1月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（中）

憲法記念日

潮来市では、広報いたこ及びホームページに
掲載いただける広告を募集しています。料金
や大きさなど詳しくは、潮来市秘書広聴課
5 63-1111 内線206まで。

広 告 募 集

子育て広場（中）

子育て広場（中）

法律相談（高）

何でも育児相談

5
＋当番医

朝井医院566-7677

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

久保病院564-6116

子育て広場（中）

１歳児育児相談（か）
（H17.5月生）

子育て広場（中）

マタニティ・セミナー

（か）

子育て広場（中）

１歳児育児相談（か）
（H17.5月生）

国民の休日 こどもの日

子育て広場（中）

何でも育児相談

市立図書館オープン

子育て広場（中）

１歳６ヶ月児健診
（H16.10月生）

７ヶ月児育児相談（か）
（H17.9月生）

４ヶ月児育児相談（か）
（H17.12月生）

ポリオ
（H18.1月31日以前生）

（牛堀地区）

婦人科検診（か）

婦人科検診（か）

婦人科検診（か）


